
富田林市要綱第８２号  
富田林市公共交通事業者応援補助金交付要綱  

（目的） 
第１条 この要綱は、公共交通事業者に対し、富田林市公共交通事業者応援補
助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、新型コロナウイルス

感染症の影響による経営的負担を緩和するとともに、市民等の公共交通の利

用を促進し、もって市民生活に不可欠な移動手段である公共交通の維持に寄

与することを目的とする。 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。  （１） バス事業者 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」

という。）第９条第１号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をい

う。 
（２） タクシー事業者 法第９条の３第１号に規定する一般乗用旅客自動

車運送事業者（福祉輸送事業を行う者を除く。）をいう。  （３） 運賃等 バス及びタクシーの運賃をいう。 
（４） 新型コロナウイルス感染症 新型インフルエンザ等対策特別措置法

（平成２４年法律第３１号。以下「特別措置法」という。）附則第１条

の２第１項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。 
（５） 緊急事態 特別措置法第３２条第１項に規定する新型インフルエン

ザ等緊急事態をいう。  （補助対象者） 
第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、本市域
を含む区域内を運行又は営業の区域とするバス事業者及びタクシー事業者

（以下「バス事業者等」という。）とする。 
２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者に属する者が次の各号のいずれかに
該当するときは、補助金の交付対象としない。 
（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第６号に規定する暴力団員 
（２） 富田林市暴力団排除条例（平成２５年富田林市条例第３０号）第２条

第３号に規定する暴力団密接関係者  （補助対象事業） 
第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次



に掲げるものとする。 
（１） 感染防止対策事業 バス事業者等が新型コロナウイルス感染症の拡

大を防止するために必要な対策を行う事業 
（２） 利用促進対策事業 バス事業者等が公共交通の利用を促進するため

に運賃の割引その他の必要な対策を行う事業 
（補助対象経費等） 
第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補
助金の額は、予算の範囲内で定めるものとし、別表のとおりとする。 
（事前協議） 
第６条 補助対象者は、第４条第２号に掲げる利用促進対策事業の実施に当た
っては、次に掲げる事項についてあらかじめ市長と協議しなければならない。  （１） 割引運賃の額  （２） 割引運賃を適用する対象範囲（運行する日時、便、路線及び区間、

負担方法その他必要な範囲）  （３） 割引運賃を適用する対象者  （４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 
（交付の申請） 
第７条 補助金の交付を申請しようとする補助対象者（以下「申請者」という。）
は、富田林市公共交通事業者応援補助金交付申請書（様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 
（１） 事業計画書（様式第２号） 
（２） 予算書（様式第２号の２）及び予算書の支出の部の内訳（様式第２

号の３） 
（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
（交付の決定） 
第８条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め
た場合は、速やかに補助金の交付の決定をし、富田林市公共交通事業者応援

補助金交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 
（事業計画の変更） 
第９条 前条の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、や
むを得ない事由により、補助対象事業の内容を変更しようとするときは、富

田林市補助金等交付規則（昭和５２年富田林市規則第８号。以下「規則」と

いう。）第７条の規定による市長の承認を受けなければならない。 
（実績報告） 
第１０条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、富田林市公共交通
事業者応援補助金実績報告書（様式第４号）に、次に掲げる書類を添えて、



市長に提出しなければならない。  （１） 事業実績書（様式第４号の２） 
（２） 収支決算書（様式第４号の３）及び収支決算書の支出の部の内訳（様

式第４号の４） 
（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 
（補助金の確定） 
第１１条 市長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と
認めた場合は、交付すべき額を確定し、富田林市公共交通事業者応援補助金

確定通知書（様式第５号）により補助事業者に通知し、補助金を交付するも

のとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、市長は、補助対象事業の性質上必要があると認
めたときは、第８条の交付決定の範囲内で、補助金の全部又は一部を概算払

により交付することができる。 
（補助金の返還） 
第１２条 市長は、補助事業者がこの要綱に違反し、又は規則第１１条各号の
いずれかに該当すると認めたときは、補助金を交付せず、若しくは減額し、

又は全額若しくは一部の返還を、期限を定めて命ずることができる。 
（指導及び助言） 
第１３条 市長は、補助事業者に対し、補助金の執行の適正化を期するために
必要に応じて指導及び助言を行い、監査の請求をすることができる。 
（委任） 
第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、
市長が別に定める。  
附 則（令和２年要綱第８２号）  （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和２年度に係る事業に限り適用する。  （この要綱の失効） 
２ この要綱は、令和３年５月３１日限り、その効力を失う。 

附 則（令和２年要綱第８５号） 
この要綱は、公布の日から施行する。  



別表（第５条関係） 
（１） 感染防止対策事業 

区分 補助対象経費 補助金の額 
バス事業者 本市域で緊急事態の措置を実施した期

間において、必要な感染防止対策を行っ

た上、車内等の密度を上げないように配

慮した実証運行に要する経費 補助対象経費の

全額。ただし、１

日当たり５万円

を限度とする。 
令和２年４月１日から令和３年３月３

１日までの間において、感染防止対策の

ために実施した設備等の導入等に要す

る経費（車両における抗菌・抗ウイル

ス・換気対策、運転席仕切りカーテン隔

壁の設置等に要する経費等） 補助対象経費の

２分の１の額    備考 １補助対象者につき２００万円を限度とする。この場合において、
補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を切り

捨てるものとする。  
（２） 利用促進対策事業 

区分 補助対象経費 補助金の額 
バス事業者 令和２年１１月１日から令和３年２月

２８日までの間における、正規の運賃等

と割引運賃の差額の総額及び利用促進

対策事業を実施するために必要な準備、

復旧等に係る経費 補助対象経費の

全額 
タクシー事

業者 令和２年１１月１日から令和３年２月

２８日までの間における、正規の料金等

と割引料金の差額の総額 補助対象経費の

全額  


